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Ⅰ はじめに

(1) 食品流通は、安全で良質な食品を生産者から消費者まで、安定的かつ効

率的に供給する役割を担っており、その的確な機能発揮を確保するため、

卸売市場制度等各般の施策が講じられている。

(2) 食品流通を取り巻く情勢については、我が国の経済社会構造、国民の生

活スタイルや消費者の食品に対するニーズが変化するとともに、輸入食品

が増加するなど食品の供給構造が変化しており、これに対応して、食品流

通の効率化、高度化をはじめとする構造改革が求められている。

特に、デフレ経済の継続、社会の成熟化等の下で、消費者の食生活の安

定向上を図るため、農水産物の生産・流通を通じた高コスト構造の是正を

図ることが喫緊の課題となっている。

(3) こうした情勢に対応して、本研究会は、食品流通の効率化等を図るため

の改革の方向、関連施策のあり方についての検討を行うため、平成１４年

６月に総合食料局長の委嘱を受けて設置されたものであり、計１０回にわ

たる会合を開催し、検討を行ってきたところである。

(4) この報告は、これまでの本研究会での検討結果に基づき、今後の食品流

通施策の基本的な方向についてとりまとめたものである。農林水産省にお

いては、今後卸売市場制度をはじめとする食品流通に関する施策の見直し

を行うに当たっては、この報告に基づき、我が国の食品流通が国民に対す

る安全で安心な食品の安定的かつ効率的な供給という機能を十分発揮でき

るよう、的確かつ迅速に対応することを期待する。
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Ⅱ 食品流通の現状と効率化等の基本的な考え方

１ 食品流通を巡る状況の変化

(1) 消費者の食料消費等の動向

① 消費者の食品に対するニーズは、高齢化の進展、健康志向の高まりな

どを背景として、安全性や安心に対する要求が高まっている。また、近

年の国民の生活スタイルの変化、デフレ経済の継続などを反映して、外

食、中食等の食の外部化、利便性・簡便性を追求するほか、食品の品質

・機能性等に応じた価格選択の志向が強まっている。

② 食品の購買においては、土日のまとめ買い、単身者をはじめとした最

寄り当用買いの増加に対応して、大規模小売店、コンビニエンスストア

からの購入割合が増加している。

③ 国民の食の安全・安心に対する関心の高まりに伴い 「顔の見える商、

品 、個性化商品への志向が高まっており、これに関連して、食品の生」

産・流通段階についての情報の整理や的確な提供が求められている。

(2) 産地の出荷・販売の変化

① 産地においては、農協合併による出荷団体の大型化が進展する中で、

出荷ロットの大型化、安定的な出荷先の確保が進められている。また、

価格低下や輸入農産物との競争に対処し、生産者の手取りを確保するた

め、生産、流通面における高付加価値化、流通コスト削減などの取組が

進められている。

② こうした動きの中で、出荷先となる卸売市場の絞り込みが行われるほ

か、産地と小売店や実需者との間での直接取引、消費者への直接販売等

の多元的な販路の開発が進められている。また、食の安全・安心に対す

る消費者の関心の高まりに応えるため、契約栽培や直接販売が拡大する

傾向にある。
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(3) 外食、中食等の動向

加工・外食等の実需者サイドは、消費者の健康志向、食材に対するこ

だわり志向等の要請への対応の充実とともに、経営の安定や効率化を図

るため、食材調達に関して、継続的かつ安定的なルートの開発を進めて

おり、生産者との契約栽培や海外からの食材調達への依存が増加してい

る。

(4) 食品卸売業の動向

① 食品卸売業では、大規模小売チェーンの拡大や直接仕入れ等が進む中

で、加工食品卸売業では、小売業界等のニーズに対応する品揃えの拡大

と併せ、再編・統合や系列化が急速に進んでいる。一方で、生鮮食品卸

売業では、店舗数の減少が緩やかに推移している等再編・統合が進んで

いない状況にある。

② また、海外の大手流通資本の進出や異業種の食品の卸売、物流分野へ

の新規参入が増加し、チャネルの多元化も進んでいる。

(5) 食品小売業の動向

① 食品小売業では、食品スーパー、コンビニエンスストアなどのシェア

が拡大しており、また、経営面では、近年の景気低迷や価格不振等の影

響もあり、生産性や収益性が低下している。

② 食品スーパー等量販店では、消費者の健康志向や安全に対するニーズ

の高まりに応えるため、特別の栽培方法、品質管理にこだわった商品の

品揃えなどのブランド化に取り組んでいる。

また、低価格競争を展開する中で、ローコスト管理の徹底を進める一

方、バイングパワーを背景とした納入業者への過剰な要請が問題となっ

ている。

③ 食品専門小売店は、対面販売など地域に密着した食品販売活動により

消費者の食生活を支えるとともに、大規模小売業との公正な競争を通じ

。 、 、た消費者への多様な選択の提供等を果たしている しかしながら 近年
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担い手の高齢化、後継者の確保難等から店舗数が減少傾向にあることか

ら、商店街において空店舗が生じ、高齢者をはじめとするモビリティー

の低い消費者などの地域住民の利便性の低下を招いているとの指摘があ

る。

(6) 卸売市場流通

① 生鮮食料品の流通においては、卸売市場流通が基幹的な役割を果たし

ているが、市場経由率が低下する傾向で推移するとともに、近年の価格

低下も重なり、取扱金額の減少が著しい。

② また、生鮮食料品流通の広域化や産地の大型化、遠隔地化が進んでお

り、卸売市場の集荷先も広域化するとともに、生産者の出荷が大規模集

散市場へ集中する一方で、中小の卸売市場では、集荷力が低下し、集荷

を転送に依存する割合が高くなっている。

③ こうした経営環境の下で、取扱金額の低下に比べコスト削減等の経営

合理化、効率化が遅れていることもあり、卸売業者、仲卸業者の収益性

が低下し、経営が悪化している。
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２ 食品流通の効率化等の基本的な考え方

① こうした食品流通を取り巻く状況に対処するため、食品流通全体を通

じたコスト削減、合理化などの効率化や消費者ニーズや社会経済情勢の

変化に柔軟かつ的確に対応するシステムの整備が急がれる。

② 食品流通の効率化に当たっては、食品を最終的に消費する消費者の利

益を第一に考えたシステム構築を最優先すべきであり、消費者の志向す

る価格・品質で安全・安心な食品を安定的かつ効率的に供給し、その中

で消費者が多様な選択をできるようにすることが重要である。

③ このため、民間の自由な競争環境の拡大を基本として食品流通の効率

化を促進することが必要であり、このような観点からの規制緩和を進め

ることが重要である。

④ この場合、食品の安全性や円滑かつ安定的な供給の確保など消費者の

利便確保、環境問題への適切な対応等に配慮し、食品流通システムの円

滑な機能発揮を図りつつ、確実な改革を進めていくことが重要である。

⑤ このような効率化等の取組を通じて、卸売市場流通と市場外の様々な

流通が相互に公正な競争を行い、食品流通全体として、効率的で利便性

の高いシステムを構築していくことが重要である。

３ 食品流通の効率化等の方向

(1) 商取引及び物流の改善

① 食品流通の効率化を進めるためには、情報技術の進展、物流技術の革

新等を踏まえて、これらの技術の積極的な導入・活用を促進することが

重要である。

② 特に、今後、多様化、複雑化する消費者や実需者のニーズに対応し、

取引や物流の多様化などのきめ細かな対応を効率的かつ確実に実施する

ためには、情報技術の導入・活用の促進が喫緊の課題である。
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③ 出荷段階においては、選別や調製の時間短縮等の効率化を図るため、

規格の簡素化を進めるとともに、コンテナ輸送の活用を検討することが

必要である。こうした取組は、環境負荷低減にも寄与することが期待さ

れる。

④ こうした観点から これまでに開発された生鮮食料品のＥＤＩ標準 受、 （

発注等の取引情報を電子的に交換する方法の標準的な取り決め）の導入

などによる電子商取引の統一的方式の普及や、効率的な物流管理システ

ムの構築に向けた新技術の活用を促進する必要がある。

また、青果物の規格の簡素化、コンテナ物流等を拡大するための生産

、 。・流通に携わる関係者の合意形成 システム構築を促進する必要がある

(2) フードシステムとしての連携・協調

① 食品流通は、食品が生産者から消費者へ届くまでの一連の流通行程に

おいて多数の関係者が各々の役割を分担し、連携することで機能する。

しかしながら、関係者による連携・協調した品質管理、効率化、情報伝

達等の取組が十分に行われず、その取組の効果発現が低下するなどの問

題が生じている。

② したがって、食品流通の効率化を図るためには、この一連の流通行程

に携わる関係者が、食品の物流、品質管理等に関する各種の情報を効率

的に伝達し共有することを通じて、在庫の縮減、品揃えの充実、仕入・

配送業務の効率化等を推進することが必要である。

③ こうした取組を推進する観点から、食品の生産から消費者に届くまで

の関係者が商品情報の交換、共有化の基盤となるＥＤＩ標準等の利用拡

大を図るとともに、各種施策の実施に当たっては一連の流通行程を通じ

た関係者が連携・協調した取組について優先的に支援することが必要で

ある。
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(3) 加工、調製への対応

① 外食、加工等の業務用需要や簡便化志向等消費者ニーズに対応する安

定的な供給、物流の効率化を図るため、生産サイドと流通サイドが一体

となった商品開発、供給を行うとともに、生鮮食料品についての一次加

工品へのニーズに対応するため、生産・流通段階における効率的な加工

・調製を進めることが必要である。

② 生鮮食料品の一次加工流通の促進は、流通の効率化に加えて、農山漁

村の地域振興や環境対策の観点からも効果が期待される。

③ 産地サイドの一次加工体制整備と併せて、卸売市場流通におけるカッ

ト野菜、カット果実等の一次加工品の流通を促進する等により、生産・

流通段階における効率的な加工・調製を推進することが必要である。

(4) 担い手の活性化

① 生鮮食品卸売業については、収益性が低下しているにもかかわらず、

再編・統合等経営の合理化・効率化が遅れている。生鮮食品卸売業の経

営の効率化、事業体質の強化を図るため、業者間の合併・統合、連携を

進めるとともに、加工、サービスの充実等業務の多角化を進めることが

必要となっている。

② さらに、食品専門小売店については、消費者の身近に接している利点

を活かし、加工・サービスの取組、こだわり志向への対応等のそれぞれ

の地域の特性や小売店の個性を活かした魅力ある店舗づくりが重要であ

る。また、経営の効率化を図るためには、個別事業者のネットワーク機

能の共有化による集中仕入れ、鮮度管理等の協業化等を進めることも重

要である。

③ このため、食品専門小売店について、販売・加工等の事業活動の協業

化、施設の共同化、異業種連携の促進等を通じた小売店相互のネットワ

ーク形成の促進を図るとともに、地域に根ざした魅力ある食品小売業を

振興するための人材育成等による経営の活性化を図る必要がある。
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(5) 食の安全・安心への対応

① 食の安全・安心に対する国民の要請に対応し、これまで以上に食品流

通における安全性の向上のための取組の充実が重要となっている。

② このため、流通の各段階において、法令等を遵守した品質管理や適正

な表示の徹底を図るとともに、生産、輸送、卸売市場、小売段階を通じ

たコールドチェーンシステムの整備促進等による品質管理の徹底を進め

ていくことが重要である。また、食品特性に即したトレーサビリティシ

ステムの導入を低コストで促進することが必要である。
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Ⅲ 卸売市場流通システムの評価と効率化の考え方

１ 卸売市場流通システムの評価

(1) 卸売市場の位置付け

① 卸売市場は、国民の食生活に欠くことのできない生鮮食料品等の流通

において、安定的な供給や公正な価格形成等の機能を有し、基幹的な流

通機構としての役割を果たしている。

、 、 、 、 、② 一方で 近年 情報化の進展に加え 流通技術の発達により 消費者

実需者のニーズや商品特性に応じて、多元的な流通経路が展開される中

で、卸売市場の経由率が低下している。

(2) 品揃え機能

① 欧米における生鮮食料品の流通とは異なり、我が国では多様な生鮮食

料品を食する食文化が形成されている。卸売市場は、優れたワンストッ

プショッピング性を発揮することによって、我が国の食文化に適合した

生鮮食料品の効率的な流通システムとして機能している。

② 一方で、卸売市場流通においては、卸売業者と仲卸業者等との役割分

担の下で公正な競争による取引の実現が図られているが、この役割の分

担により卸売業者と仲卸業者との間において情報の共有化が不十分とな

っており、消費者、小売業者等のニーズや産地の商品情報の円滑な伝達

や的確な対応の遅れを招いているとの指摘がある。

③ 特に、差別化商品の供給や、量、価格、品質面での安定的な商品の供

給において、消費者や実需者のニーズに十分応えるものになっていない

との指摘がある。

(3) 集分荷機能

① 大量かつ多品目で多様な生鮮食料品等について、流通関係者が一つの
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場所に一堂に会することによって、極めて短時間のうちに確実に集分荷

を行う効率的なシステムとしての機能を有している。

② 一方で、こうした集分荷機能を確保するため、原則として卸売市場内

に全品を搬入して取引することとしているが、このことが、市場の狭隘

化を招くとともに、物流技術の進展、大規模小売店の郊外展開等への柔

軟な対応の遅れを招いている。

(4) 価格形成機能

生鮮食料品等の価格形成は、中央卸売市場が全国的な指標として機能

している。一方で、生産者による直接販売や実需者等との直接取引等の

多元的な流通ルートが形成され、サービスやルートの違いにより多様な

価格形成が行われている。

(5) 代金決済機能等

① 卸売市場は、出荷された農水産物について、全量引取り、期日内の確

実な代金決済を保証するシステムとして、国内農水産業にとって重要な

販路を提供している。

② 反面、質・量を問わない全量受託システムは、出荷される農水産物を

原則として差別なく引き受けることにおいて、優位な産地の健全な発展

・育成に悪影響を与えているとの指摘もある。

③ また、国民の食品に対する安全・安心の要請に応えるため、衛生チェ

ックの強化、トレーサビリティに対するニーズへの適切な対応等食品の

安全性確保への対応を充実強化することが必要となっている。
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２ 卸売市場流通の効率化等の考え方

① 卸売市場における生鮮食料品流通は、基本的には民間事業者による営

業活動として担われている。卸売市場流通の効率化を進めるに当たって

は、食品流通ニーズの変化に柔軟に対応できるよう、民間による経営革

新の積極的な発揮を促進することを基本とすべきであり、そのための規

制緩和等制度の見直しを進める必要がある。

② その際、卸売市場が国民の日々の食生活に欠かすことのできない安全

で安心な生鮮食料品を安定的に供給する役割を担っていること等を踏ま

えて、規制緩和等により卸売市場が果たしている機能の向上や流通の効

率化を実現し、これが消費者利便の確保、国内農水産業の健全な発展に

寄与するよう配慮することが必要である。

③ 卸売業者等の経営問題については、民間企業として一層の自己責任に

基づき対応すべきであり、そのためには、ビジネスによる経営革新、意

識改革が重要である。
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３ 卸売市場流通の効率化等の方向

(1) 卸売業者、仲卸業者の連携強化

① 流通の効率化を促進するためには、需要サイドの情報の正確な把握と

需要に対する的確な供給が重要であり、卸売市場流通においては、卸売

業者と仲卸業者とが産地、実需者等と連携し、消費情報や商品情報の提

供、商品開発等の機能を充実強化することが求められる。

② こうした取組は、卸売市場が中心的な仕入先となっている食料専門小

売店等の中小事業者の安定的な調達や活性化にも資することが期待され

る。

③ このため、卸売市場流通に携わる関係者が連携する等により、産地開

発、商品開発、販売促進、小売店支援等の商業機能高度化を促す観点か

ら、卸売市場における規制について見直していく必要がある。

(2) 物流面での効率化等

① 情報技術や物流技術の進展の成果を踏まえ、卸売市場流通においても

これを積極的に活用することが求められる。特に、電子商取引をはじめ

として卸売市場流通の取引方式の充実や流通の効率化のための商物分離

取引の拡大等が必要である。

② また、生鮮食料品等の流通が広域化する中で、地方の中小の卸売市場

等の活性化を図るため、複数の卸売市場間での機能分担や連携による集

荷力の強化を図ることが必要である。

特に、地方の中小の卸売市場においては、中核となる卸売市場を中心

として周辺卸売市場のネットワーク化により集荷力の向上等を図ること

が求められる。

③ このため、これらの取組を促進する観点から卸売市場における取引規

制を見直すとともに、地域における卸売市場のネットワーク形成や市場

の再編統合を促進することが必要である。
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(3) 卸売市場の効率的な整備・運営等

① 中央卸売市場については、地方公共団体が卸売市場の整備、運営を行

っているが、卸売市場の適正かつ健全な運営を確保するため、市場経営

の一層の効率化を図ることとし、例えば、整備手法の多様化や関係事業

者が自主的な整備を行うなど民間活力の活用等による市場整備・運営の

多様化を図ることが求められる。

② また、大規模小売店、外食産業等の広域チェーン展開等による生鮮食

料品流通の広域化、首都圏等の交通混雑、広域流通体系の整備等に即し

た卸売市場の配置が重要となってきている。

③ このため、ＰＦＩ事業の活用の促進や、卸売業者、仲卸業者による自

らが使用する卸売市場施設の自主的な整備、卸売市場の管理・運営業務

の民間への委託等を促進するとともに、生鮮食料品等の流通の変化に即

した卸売市場の適正な配置のあり方についても検討することが必要であ

る。

(4) 卸売手数料の弾力化

① 卸売業者が、出荷者や買受人のニーズに応えて、取引内容やサービス

の多様化に即応し、柔軟な収益構造を実現するとともに、流通実態に即

応し、卸売市場流通が魅力ある発展を図るためには、機能・サービスに

見合った手数料を弾力的に徴収できるようにすることが求められる。

② なお、その対応に当たっては、卸売業者が手数料収入に大きく依存し

ている実態等を踏まえ、一定期間をかけて進めることを検討する必要が

ある。また、併せて、業務等に関する規制の緩和、卸売業者の合併等の

経営対策を検討する必要がある。

③ このため、卸売手数料の弾力化については、準備期間を設けた目標年

次を明確にし、円滑な移行ができるようする必要がある。

併せて、卸売業者の経営革新や経営体質強化を図られるよう、合併統
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合の促進、買付集荷の弾力化等の卸売市場の取引規制の見直し等を行う

必要がある。

(5) 市場関係事業者の体質強化等

① 卸売市場流通を取り巻く環境が厳しくなっている中で、卸売業者、仲

卸業者の収益状況が悪化し、財務内容が劣化している業者もでている。

卸売業者については、財務基準に基づく自己責任により一層の経営改善

を進めるとともに、仲卸業者についても経営の自己管理と改善を促す必

要がある。

② 産地や小売の大型化に対応して、卸売市場が公正な取引の場として機

能を発揮するためには、卸売市場の関係事業者の機能強化を図り、産地

からの集荷、小売への販売の面で対等な取引関係を実現することが重要

である。

③ このため、卸売業者、仲卸業者について、業者間の合併・統合を進め

るとともに、仲卸業者における経営の自己管理の強化の目安となる各卸

売市場の実状に応じた財務指標の設定と悪化した場合の早期改善措置を

講じていくための仕組みの導入も検討する必要がある。

また、卸売業者の経営安定のための業務内容の多角化とそのための業

務規制の見直しを図ることが必要である。

④ 一方、開設者や卸売業者等に求めている各種公表や報告については、

その内容が重複すること等により関係者に過重な負担となっている場合

があることを踏まえ、その軽減を図る観点から、提出書類等の簡素化を

検討することが必要である。

(6) 取引の情報開示

① 卸売市場流通に占める相対取引の割合が増加する中で、実需者等の需

要に対応した取引が拡大しているが、一方で、その決定過程が当事者間

でも明確でないとの指摘がなされている。
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② こうした中で、公正な取引の確保の観点から、卸売市場の役割と市場

関係事業者の民間企業としての活動との関係も踏まえつつ、必要な情報

の公表の充実のあり方について検討することが必要である。

(7) 食の安全・安心の確保への対応

① 卸売市場は、生鮮食料品流通の基幹的な流通機構としての役割を果た

していることから、卸売市場段階における食品の安全性確保の一層の徹

底・強化が重要である。

② このため、卸売市場流通における品質管理の徹底を図るとともに、卸

売市場流通に適合したトレーサビリティシステムの開発を促進する必要

がある。
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Ⅳ おわりに

食品流通業は消費者に対して安全で安心な食品を安定的に供給する役割を

担い、消費者の健康で豊かな食生活の維持・向上に直結する産業である。行

政においては、食品流通を巡る状況が急速に変化している情勢を踏まえ、食

品流通の構造改革を円滑かつ着実に実現するよう、各種制度の見直し等を可

及的速やかに進めるとともに、時期を限ってその進捗状況を評価することが

求められる。

また、食品流通業界の関係者は、本報告書に掲げられた経営の効率化、サ

ービスの充実等の経営体質強化、食の安全・安心の一層の確保等の直面する

課題に、自ら積極的に取り組む必要がある。
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